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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第67期

第１四半期連結累計（会計）期間
第66期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

営業収益 (百万円) 5,042 21,489

純営業収益 (百万円) 5,013 21,339

経常利益 (百万円) 405 1,872

四半期(当期)純利益 (百万円) 351 1,087

純資産額 (百万円) 35,266 35,570

総資産額 (百万円) 48,645 50,078

１株当たり純資産額 (円) 768.61 775.38

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 7.67 22.90

潜在株式調整後１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 7.67 22.89

自己資本比率 (％) 72.4 70.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 960 7,785

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 171 △ 1,538

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 700 △ 4,236

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 11,726 11,634

従業員数 (名) 1,097 1,046

(注)　１　消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。

 ２　上記の比率は以下の算式により算出しております。　　

・自己資本比率 ＝ 
期末自己資本

 × 100(％)
期末資産の部合計

　　　　　　　*自己資本＝純資産合計－（新株予約権＋少数株主持分）

 ３　従業員数は、就業人員数を表示しております。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 1,097

(注) １　当社グループは主に、投資・金融サービス業という事業セグメントに属しており、全連結会社の従業員数の合

計を記載しております。

２　従業員数は、契約社員（107名）及び歩合外務員（15名）を含め、顧問（１名）及び嘱託（４名）を除いており

ます。　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 1,026

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除いた就業人員であります。

２　従業員数は、契約社員（86名）及び歩合外務員（15名）を含め、顧問（１名）及び嘱託（２名）を除いており

ます。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

２ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

（１）経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の弱含みが懸念され、景気の減速感が一

段と強まりました。背景には、信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題を端緒とす

る米国の景気後退予測や原油・原材料価格の高騰等が挙げられます。株式市場は、期初には金融不安後

退への期待が広まり、戻り歩調で始まりました。企業業績は底堅く、外国人投資家は日本株を買い直す

動きに転じ、日経平均株価は14,600円を回復しました。しかし、期末にかけては米国で金融機関の業績

不安が再燃し、調整局面となりました。特にジャスダック市場を始めとする新興市場は底値圏での一進

一退を余儀なくされました。

当第１四半期連結会計期間における東証一日平均売買代金は前第１四半期連結会計期間比17.8％減

の２兆5,221億円、ジャスダック市場の一日平均売買代金は同51.1％減の215億円となりました。

ジャスダック市場を始めとする新興市場の売買高が低水準で推移するなど当社のエクイティ営業に

は逆風となりましたが、マーケット環境の変化に柔軟に対応し、大型株にシフトするなど積極的に投資

アドバイスに努めました。一方で、「グローバル・ソブリン・オープン」「メロン世界新興国ソブリン

・ファンド」等の投資信託の販売および変額個人年金保険の販売に注力してまいりました。

その結果、純営業収益は前第１四半期連結会計期間比19.2％減の50億13百万円となりました。一方、

販売費及び一般管理費は同6.9％減の46億76百万円となり、経常利益は同67.7％減の４億５百万円とな

りました。

また、当第１四半期連結会計期間末の預り資産は、平成20年３月末比4.3％増の１兆6,579億円となり

ました。

内訳につきましては以下のとおりであります。

①　受入手数料

受入手数料の合計は前第１四半期連結会計期間比21.0％減の44億46百万円となりました。

委託手数料：

株券の委託手数料合計は前第１四半期連結会計期間比22.7％減の17億76百万円となりました。

このうち、株式委託手数料に占める中小型株式（東証２部・大証２部、ジャスダック、マザーズ、ヘ

ラクレス）の割合は前第１四半期連結会計期間の14.6％から14.0％と微減となりました。

　

引受け・売出し手数料：

発行市場では、新規公開企業１社の引受シ団に加入（前第１四半期連結会計期間は、主幹事１社を

含む新規公開企業９社の幹事・引受シ団に加入）いたしました。なお、既公開企業に係る公募・売出

しはありませんでした。（前第１四半期連結会計期間は５社）
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この結果、株券及び債券の引受け・売出し手数料の合計は前第１四半期連結会計期間比98.0％減

の１百万円となりました。

また、当第１四半期連結会計期間末における累計引受社数は813社（うち主幹事26社）となりまし

た。

　

募集・売出しの取扱手数料：

毎月分配型ファンドを中心に販売した投資信託に係る手数料が前第１四半期連結会計期間比

36.6％減の８億53百万円と減少し、募集・売出しの取扱手数料の合計は同36.9％減の８億65百万円

となりました。

　

その他の受入手数料：

その他の受入手数料は、投資信託の当第１四半期連結会計期間末残高が前第１四半期連結会計期

間末比11.0％減の8,559億円と減少したことにより、信託報酬が同9.5％減の14億33百万円となりま

したが、これを変額個人年金保険、ラップアカウントの口座管理料及び投資銀行業務（Ｍ＆Ａに関す

るアドバイス等）の手数料等でカバーし、全体では同3.9％減の17億98百万円となりました。

　

②　トレーディング損益

株券等のトレーディング損益は、前第１四半期連結会計期間比19.2％減の１億45百万円の利益と

なりました。債券・為替等は、同26.2％増の１億47百万円の利益となりました。その結果、トレーディ

ング損益合計では同1.4％減の２億92百万円の利益となりました。

　

③　金融収支

金融収益は、信用取引貸付金の減少により前第１四半期連結会計期間比41.7％減の１億７百万円、

金融費用は、同36.0％減の29百万円となり、差引き金融収支は同43.6％減の78百万円となりました。

　

④　販売費及び一般管理費

コストの見直しによる効果や人件費等（変動費）の減少により、販売費及び一般管理費は前第１

四半期連結会計期間比6.9％減の46億76百万円となりました。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の経常利益は前第１四半期連結会計期間比67.7％減の４

億５百万円となりました。

　

⑤　特別損益

特別利益は、金融商品取引責任準備金戻入１億36百万円等で、１億45百万円を計上いたしました。

特別損失は、投資有価証券評価減４百万円を計上いたしました。

その結果、当第１四半期連結会計期間の特別損益は１億41百万円の利益となりました。

　

これらにより、税金等調整前四半期純利益は前第１四半期連結会計期間比57.6％減の５億47百万

円となり、これに法人税、住民税及び事業税18百万円並びに法人税等調整額１億77百万円等を差引き

した結果、四半期純利益は同50.9％減の３億51百万円となりました。
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（２）財政状態の分析

株式市場の低迷による信用取引残高の減少等により当第１四半期連結会計期間末の総資産は前第１

四半期連結会計期間比22.3％減の486億45百万円となり、負債合計は、同44.1％減の133億79百万円とな

りました。その結果、純資産は352億66百万円となり、自己資本比率は72.4％となりました。また、当社の

自己資本規制比率は、434.3％となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純

利益に加え、顧客分別金信託の減少等により増加し、９億60百万円（前第１四半期連結会計期間比７億

19百万円の増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産、無形固定資産

の取得及び投資有価証券の取得による支出等により、△１億71百万円（同１億51百万円の増加）とな

りました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により、△７億円（同６億51百万

円の増加）となりました。

以上により、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残

高に比べ、92百万円増加し、117億26百万円となりました。

資金の流動性については、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高が117億26百万円となり、充分

な流動性を確保しております。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）の事業上及び財務上の

対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

＜ 当社株券等の大規模買付行為への対応方針について（買収防衛策）＞

①会社支配に関する基本方針

当社は、「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける」ことを経営理念としており、「今まで

の日本にない証券会社を作ろう」を合い言葉に「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」と

なることを目指しています。当社の経営基盤は、お客様との“Long Term Good Relation” に基づく

サービスの提供にあり、これを強化することによって中長期的に当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を向上させることができるものと考えております。

そのため、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念を理解し、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上していくことを可能とする者である必要があ

ると考えています。

また、当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体

の意思に基づき行われるべきものと考えております。従って、当社は、当社株式について大規模買付

がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定

するものではありません。

しかしながら、昨今の我が国の資本市場における大規模買付の中には、その目的等から見て企業価

値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそ

れがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大規模買付の内容等について検討しあるいは対

象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収

者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、
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大規模買付の対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付を行う者は、当社の財

務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付に対し

ては、必要かつ相当な対応措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保す

る必要があると考えます。

②目的

当社は、大規模買付行為が行われる際には、大規模買付者から大規模買付行為の内容、目的、将来に

わたる経営戦略等について十分な情報が提供され、また、対象会社の経営陣が当該大規模買付行為を

検討・評価した上、対象会社としての意見表明や情報提供等を行い、これらの情報を前提に十分な検

討の時間を取ったうえで株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かの判断をなすことができるよ

うにするべきものと考えております。このような必要十分な情報提供と熟慮期間の確保は、自由・公

正な証券市場を形成する上で不可欠なものであると考えております。

そこで、当社は、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針について（買収防衛策）」を更新し

（以下、更新後の対応方針を「本対応方針」といいます。）、特定株主グループ(注１)の議決権割合

(注２)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注３)の取得行為、又は特定株主グループの議

決権割合が結果として20%以上となる当社株券等の取得行為を併せて大規模買付行為と定義し、以下

のとおり、当社株券等の大規模買付行為に関するルール（以下、「大規模買付ルール」といいま

す。）といたしました。

なお、本対応方針については、平成20年６月21日開催の当社定時株主総会において、株主の皆様の

ご承認をいただいております。また、当該時点において、当社が特定の第三者から大規模買付行為の

提案を受けている事実はありません。

　

③大規模買付ルールの概要

当社の定める大規模買付ルールは、イ．大規模買付行為を行う者（以下、「大規模買付者」といい

ます。）から当社取締役会に対して事前に必要かつ十分な情報が提供され、ロ．当社取締役会による

一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為の開始を認める、というものです。

   （ⅰ）大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ル

       ールに従う旨の意向表明書をご提出いただきます。意向表明書には、大規模買付者の名

　　   称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要

       等を明示していただきます。

   （ⅱ）大規模買付者には、当社取締役会に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会として

       の意見形成のために必要であるとして当社取締役会が定める情報（以下、「大規模買付

       情報」といいます。）を提供していただきます。当社は、上記意向表明書の受領後５営

       業日以内に、大規模買付者から当初提供していただくべき大規模買付情報のリストを大

       規模買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報

       として十分でないと考えられる場合、必要かつ十分な情報が揃うまで追加的に情報提供

       をしていただくことがあります。大規模買付情報の主な項目は、以下のとおりです。
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　　イ．大規模買付者及びその特定株主グループの概要

　　ロ．大規模買付行為の目的及び内容

　　ハ．買付対価の算定根拠及び買付資金の裏づけ

　　ニ．大規模買付行為完了後に意図する当社グループの経営方針及び事業計画

　　ホ．大規模買付行為完了後に意図する当社グループのお客様、取引先、地域社会、従業

　　　　　員その他の当社グループに係る利害関係者に関する方針

　　へ．大規模買付者が当社グループの事業と同種の事業を営んでいる場合、独占禁止法や

　　　　　海外競争法に照らして大規模買付行為の適法性についての考え方

なお、当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された大規模買

付情報について、株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点

で、その全部又は一部を開示します。また、当社取締役会は、大規模買付者による大規模買付情報の提供

が必要かつ十分になされたと判断した場合には、速やかにその旨及び評価期間が満了する日を開示し

ます。

　（ⅲ）当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度等に応じ、大規模買付情報の提供が

　　　完了した後、原則として、イ．対価を円貨の現金のみとする公開買付けによる当社全株

　　　式を対象とする買付の場合には60日間、ロ．その他の大規模買付行為の場合には90日

　　　間、が当社取締役会及び独立委員会による評価、検討、意見形成、交渉、代替案立案等

　　　のための期間（以下、「評価期間」といいます。）として与えられるべきものと考えま

　　　す。従って、大規模買付行為は、評価期間の経過後においてのみ開始することができる

　　　ものとします。

評価期間中、当社取締役会は、提供された大規模買付情報や、これについての当社取締役会として

の意見を、当社取締役会から独立した独立委員会（その詳細については、下記④（ⅲ）「独立委員会

の設置」をご参照下さい。）に対して伝え、また、当社取締役会としての代替案を提示することもあ

ります。これを受けて、独立委員会は、評価期間中に、大規模買付情報や当社取締役会の意見を十分に

評価・検討し、また、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について協議、交渉等

をした上、下記④記載のとおり勧告を行うものとします。

　

④大規模買付行為が開始された場合の対応方針

（ⅰ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

    大規模買付者によって大規模買付ルールが遵守されない場合には、当社取締役会は、企

　　業価値又は株主共同の利益の確保・向上を目的として、新株予約権の無償割当てなどの会

　　社法その他の法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置をとり、大規模買　

　　付行為に対抗することがあります。対抗措置の発動に際しては、必ず独立委員会の勧告を

　　得るものとし、その勧告を最大限尊重し、当社取締役会が対抗措置の発動を決定します。

　　具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することとなりま

　　す。具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の新株予約権の概要は、

　　(注４)新株予約権の概要のとおりとします。なお、実際に新株予約権無償割当てを実施す

　　る場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、及び取得条項等を設

　　けることがあります。
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（ⅱ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

　　当社取締役会は、大規模買付者により大規模買付ルールが遵守されている場合、原則と

　　して、大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。

　　もっとも、例外的に、大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向

　　上に反すると認められる場合には、当社取締役会は、必ず独立委員会の勧告を得た上、そ

　　の勧告に従い適切と判断する時点において、株主の皆様の利益を守るために相当と認めら

　　れる対抗措置を講じることがあります。

　　具体的には、以下のイ．ないしヘ．の類型に該当すると認められる場合には、大規模買

　　付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上に反すると認められる場合に該

　　当するものと考えます。

　イ．真に当社の経営に参加する意思がないにも関わらず、ただ株価を吊り上げて高値で株　

　　　式を当社関係者に引き取らせる目的で大規模買付行為を行っていると判断される場合

　ロ．当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業

　　　秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させる目的

　　　で大規模買付行為を行っていると判断される場合

　ハ．当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務

　　　の担保や弁済資源として流用する予定で大規模買付行為を行っていると判断される場合

　ニ．当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券

　　　等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をかけさせる

　　　か、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜け

　　　をする目的で大規模買付行為を行っていると判断される場合

　ホ．大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収（最初の買付で全

　　　株式の買付を勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にし

　　　ないで、公開買付等の株式買付を行うことをいう。）など、株主の判断の機会又は自由

　　　を制約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合

　　　（ただし、部分的公開買付であることをもって当然にこれに該当するものではない。）

　へ．その他、イ．ないしホ．に準じる場合で、当社の企業価値又は株主共同の利益を毀損

　　　し、当社に回復し難い損害をもたらすと合理的な根拠をもって判断される場合

（ⅲ）独立委員会の設置

当社は、大規模買付ルールを定めるに際し、大規模買付ルールを適正に運用し、当社取締役会に

よって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社経営陣から独立性の高い社外取締役等で

構成される独立委員会を設置いたしました。独立委員会の委員は３名とし、その詳細は(注５)独立委

員会委員略歴のとおりです。

独立委員会は、当社取締役会等から受領した大規模買付情報や当社取締役会の意見などの検討等

を行い、また、当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上という観点から当該大規模買付行為

の内容を改善するために必要と認めた場合、直接又は間接に、大規模買付者と協議、交渉等を行いま

す。

EDINET提出書類

いちよし証券株式会社(E03772)

四半期報告書

 9/40



独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、及び対抗措置をとるか否かの

判断を行い、当社取締役会に対して勧告を行います。独立委員会は、その判断をするにあたっては、当

社の費用で、当社経営陣から独立した第三者（財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタン

トその他の専門家を含みます。）の助言を得たり、当社の取締役、執行役、従業員等に独立委員会への

出席を要求し、必要な情報について説明を求めることができるものとします。なお、独立委員会は、当

該勧告の概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。

当社取締役会は、独立委員会のかかる勧告を最大限尊重して、大規模買付者に対して対抗措置を講

じるか否かの決定を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を講じることを決定した場合、対

抗措置の具体的内容等について速やかに情報開示を行います。

　

⑤株主・投資家に与える影響等

（ⅰ）大規模買付ルール導入時の影響等

大規模買付ルールの導入は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となる

ものであり、株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。

また、大規模買付ルールの導入時点では、新株予約権無償割当て等は行われませんので、株主の皆

様あるいは投資家の皆様の権利・利益に具体的な影響が生じることはありません。

（ⅱ）大規模買付ルールに定める対抗措置の発動時の影響等

対抗措置の発動によって、株主の皆様（大規模買付者及びその特定株主グループ等を除きます。）

が法的権利の毀損や経済的な損失を被るような事態は想定しておりません。

対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の無償割当てについての株主の皆様に関わる

手続きについては、次のとおりとなります。

新株予約権の無償割当てを受けた株主の皆様には、新株予約権の行使により新株を取得するため

に所定の期間内に一定の金額の払込みをしていただく必要があります。なお、当社取締役会が新株予

約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払込むことなく、当社による新株予

約権の取得の対価として、株主の皆様に当社株式を交付することがあります。かかる手続きの詳細に

つきましては、実際に新株予約権の無償割当てをすることになった際に、法令及び金融商品取引所規

則に従ってお知らせいたします。ただし、名義書換未了の株主の皆様に関しましては、新株予約権の

割当てを受けるためには、別途当社取締役会が決定し公告する新株予約権の割当期日までに、名義書

換を完了していただく必要があります。

なお、当社取締役会は、具体的な対抗措置の発動を決議した後であっても、行使期間開始日までの

間は、当該対抗措置を中止することが当社の安定的かつ持続的な企業価値の確保・向上に資すると

判断した場合には、当該対抗措置を中止する場合があります。この場合には、一株当たりの株式価値

の希釈化が生じませんので、一株当たりの株式価値の希釈化を前提として売付等を行った株主又は

投資家の皆様は株価の変動により、相応の損害を被る可能性があります。

　

⑥本対応方針の有効期限

本対応方針の有効期限は、平成21年６月開催予定の定時株主総会終結時までといたします。ただ

し、本対応方針の有効期限満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において、本対応方針

を廃止する旨の決議がなされたときは、その時点で本対応方針は廃止されるものとします。
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(注１) 特定株主グループとは、

(ⅰ) 当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する「株券等」をいいます。）の保有者

（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者も含みます。以下同じとします。）及びその共同保

有者（同法第27条の23第５項に規定する「共同保有者」をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみな

される者を含みます。以下、同じとします。）

又は、

(ⅱ) 当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する「株券等」をいいます。）の買付け等（同法第

27条の２第１項に規定する「買付け等」をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みま

す。）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の２第７項に規定する「特別関係者」をいいます。）

を意味します。

(注２) 議決権割合とは、

(ⅰ) 特定株主グループが、(注１)の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商品取引

法第27条の23第４項に規定する「株券等保有割合」をいいます。この場合においては、当該保有者の共同

保有者の保有株券等の数（同項に規定する「保有株券等の数」をいいます。以下、同じとします。）も加

算して計算するものとします。）

又は、

(ⅱ) 特定株主グループが、(注１)の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券

等所有割合（同法第27条の２第８項に規定する「株券等所有割合」をいいます。）の合計をいいます。

(注３) 株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項、又は同法第27条の２第１項のいずれかに

        規定する「株券等」をいいます。　　

(注４)　新株予約権の概要

(ⅰ) 新株予約権の数

新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「新株予約権無償割当て決議」といいま

す。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）における当社

の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）と同

数とします。

(ⅱ) 割当対象株主

割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主

に対し、その有する当社株式１株につき新株予約権１個の割合で、新株予約権を割り当てます。

(ⅲ) 新株予約権の無償割当ての効力発生日

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

(ⅳ) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の１個の目的である株式の種類は、当社が現に発行している株式（普通株式）とし、新

株予約権の１個の目的である株式の数（以下、「対象株式数」といいます。）は、原則として１株と

します。
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(ⅴ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財

産の株式１株当たりの価額は、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める１円

以上の価額とします。

(ⅵ) 新株予約権の行使期間

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日（以下、かかる行使期間

の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲で新株予約権無

償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とします。ただし、下記(ⅸ)(ロ)に基づき、当

社が新株予約権を取得する場合、当該取得に係る新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前

営業日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休

業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。

(ⅶ) 新株予約権の行使条件

大規模買付者及びその特定株主グループ、ならびにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共

同して行動する者として当社取締役会が認めた者（以下、「非適格者」といいます。）は、原則とし

て新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令上、新株予約権の行使にあたり所

定の手続が必要とされる非居住者も、原則として新株予約権を行使することができません（ただし、

非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる者等の一定の者は行使することが

できるほか、非居住者の有する新株予約権も、下記(ⅸ)のとおり、当社による当社株式を対価とする

取得の対象となります。）。

(ⅷ) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。

(ⅸ) 当社による新株予約権の取得

 (イ) 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが適切で

あると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての新株予約

権を無償にて取得することができるものとします。

 (ロ) 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する新株予約権のうち

当該当社取締役会が定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新

株予約権１個につき対象株式数の当社株式等を交付することができます。

また、かかる取得がなされた日以降に、新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存在

すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当該当社取締役会が

別途定める日において、当該者の有する新株予約権のうち当該当社取締役会の定める日の前営

業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権１個につき対象株式数の当

社株式等を交付することができるものとし、その後も同様とします。
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(注５)　独立委員会委員略歴

当社の独立委員会の委員は、以下の３名といたします。

渡邊　啓司（わたなべ　けいじ）

（略歴） 

1943年生

1975年 10月 プライスウォターハウス会計事務所　入所 

1987年 ７月 青山監査法人代表社員

1995年 ８月 監査法人トーマツ　入所

1996年 ４月 監査法人トーマツ代表社員

2000年 ６月 当社社外取締役（現任）

2008年 ６月 （株）朝日工業社 社外取締役（現任）

2008年 ７月 Ｄeloitte Ｔouche Ｔohmatsu 　Ｍiddle Ｍarket Ｃlients Ｌeader（現任）

※　渡邊啓司氏は会社法第２条第15号に規定される社外取締役であります。同氏と当社との

    間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ありません。

安斎　隆（あんざい　たかし） 

（略歴）

1941年生

1963年 ４月 日本銀行　入行 

1985年 ３月 同行新潟支店長 

1994年 ５月 同行考査局長 

1994年 12月 同行理事 

1998年 11月 日本長期信用銀行頭取 

2000年 ８月 （株）イトーヨーカ堂顧問 

2001年 ４月 アイワイバンク銀行（現　セブン銀行）取締役社長（現任） 

※　安斎隆氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ありません。

若林　勝三（わかばやし　しょうぞう）

（略歴）

1943年生

1967年 ４月 大蔵省　入省 

1987年 ７月 同省主計局主計官 

1991年 ６月 同省証券局総務課長 

1995年 ５月 国税庁次長 

1996年 ７月 証券取引等監視委員会事務局長 

1998年 ６月 沖縄開発事務次官 

2001年 ７月 日本証券業協会専務理事 

2004年 ６月 日本地震再保険（株）代表取締役会長（現任） 

※　若林勝三氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ありません。

　

（５）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 168,159,000

計 168,159,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 46,388,88646,388,886

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

─

計 46,388,88646,388,886― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株予約権方式

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに当社関係会

社の取締役、執行役及び従業員で当社取締役会にて承認された者に対して特に有利な条件をもって新株

予約権を発行することを平成16年６月26日開催の定時株主総会において特別決議されたものでありま

す。

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数（個） 22（注１）

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 22,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,033（注２）

新株予約権の行使期間 平成18年６月27日～平成21年６月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　1,033
資本組入額　517

新株予約権の行使の条件

①権利行使時においても、当社並びに当社関係会社の
取締役、執行役及び従業員の地位にあることを要す
る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正
当な理由のある場合にはこの限りでない。 
②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行
使できるものとする。ただし、下記に規定する新株予
約権割当に関する契約に定めるところによる。
④その他権利行使の条件については、当社と本件新株
予約権割当ての対象となる当社並びに当社関係会社
の取締役、執行役及び従業員との間で個別に締結す
る新株予約権割当てに関する契約に定めるところに
よる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調

　整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

    また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使

　による場合を除く。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

　は切り上げる。

　

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規株式発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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②　新株予約権方式

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに当社関係会

社の取締役、執行役及び従業員で当社取締役会にて承認された者に対して特に有利な条件をもって新株

予約権を発行することを平成17年６月25日開催の定時株主総会において特別決議されたものでありま

す。

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数（個） 720（注１）

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 72,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,129（注２）

新株予約権の行使期間 平成19年６月26日～平成22年６月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　1,129
資本組入額　565

新株予約権の行使の条件

①権利行使時においても、当社並びに当社関係会社の
取締役、執行役及び従業員の地位にあることを要す
る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正
当な理由のある場合にはこの限りでない。
②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行
使できるものとする。ただし、下記に規定する新株予
約権割当に関する契約に定めるところによる。 
④その他権利行使の条件については、当社と本件新株
予約権割当ての対象となる当社並びに当社関係会社
の取締役、執行役及び従業員との間で個別に締結す
る新株予約権割当てに関する契約に定めるところに
よる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調

　整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　　また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使

　による場合を除く。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

　は切り上げる。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規株式発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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③　新株予約権方式

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、執行

役及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会

に委任することを平成19年６月23日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数（個） 800（注１）

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 80,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,910（注２）

新株予約権の行使期間 平成21年６月24日～平成26年６月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　1,910
資本組入額　955

新株予約権の行使の条件

①権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締
役、執行役及び従業員の地位にあることを要する。た
だし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理
由のある場合にはこの限りでない。
②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行
使できるものとする。ただし、下記に規定する新株予
約権割当に関する契約に定めるところによる。
④その他権利行使の条件については、当社と本件新株
予約権割当ての対象となる当社及び当社子会社の取
締役、執行役及び従業員との間で個別に締結する
「新株予約権申込通知書兼新株予約権割当契約書」
に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注３）

新株予約権の取得条項に関する事項 （注４）

（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

　　　　　ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を

　調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予

　約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数についてはこれを切り捨てる　

　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　

 ２　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
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　　また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使

　による場合を除く。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

　は切り上げる。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規株式発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　

 ３　組織再編成行為時の取扱い 

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第２３６条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予

約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計

画において定めた場合に限るものとする。

Ⅰ． 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と

　　 同一の数をそれぞれ交付するものとする。

Ⅱ． 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

     再編対象会社の普通株式とする。

Ⅲ． 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

     組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

Ⅳ． 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整

     した再編後払込金額に上記Ⅲ.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られ

　　 る金額とする。

Ⅴ． 新株予約権を行使することができる期間

　　 新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行

     使期間の満了日までとする。

Ⅵ． 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

     組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

Ⅶ． 譲渡による新株予約権の取得の制限

     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

Ⅷ． 新株予約権の取得条項

     （注）４の新株予約権の取得条項に準じて決定する。

　

 ４　新株予約権の取得条項

   　 　新株予約権の取得条項は定めない。

EDINET提出書類

いちよし証券株式会社(E03772)

四半期報告書

19/40



(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年４月１日～
 平成20年６月30日

─ 46,388 ─ 14,577 ─ 3,705

　

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

（注）　当第１四半期会計期間において、Harris Associates L.P.から、大量保有報告書の変更報告書の提出があり

（報告義務発生日　平成20年４月18日）、次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社

として当第１四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

Harris Associates L.P.
2 North LaSalle Street, Suit 500, 
Chicago, IL, USA, 60602

7,317 15.77
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
 普通株式

577,300
― ─

完全議決権株式(その他)
 普通株式

45,786,200
457,862 ─

単元未満株式
 普通株式

25,386
― ─

発行済株式総数 46,388,886― ―

総株主の議決権 ― 457,862 ―

(注)　１「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株（議決権30個）含まれてお

 ります。

２「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式51株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
いちよし証券株式会社

東京都中央区八丁堀
二丁目14番１号

577,300─ 577,300 1.24

計 ― 577,300─ 577,300 1.24

　

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 1,1401,1941,117

最低(円) 877 1,005 945

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

該当事項はありません。

　

(3) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

執行役
ディーリング・エクイティ

業務担当

執行役
ディーリング・エクイティ

業務担当（兼）
エクイティ業務部長

廣　玉　輝　士 平成20年７月１日

執行役
資本市場本部長（兼）
大阪資本市場部長

執行役
資本市場本部長（兼）
公開引受部長・
大阪資本市場部長

桑　原　　　功 平成20年７月１日

　

EDINET提出書類

いちよし証券株式会社(E03772)

四半期報告書

22/40



４ 【業務の状況】

(1) 受入手数料の内訳

期別 区分
株券
(百万円)

債券
(百万円)

受益証券
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

第67期
第１四半期
(平成20.４～
平成20.６)

委託手数料 1,751 0 4 ― 1,756

引受け・売出し手数料 1 ─ ― ― 1

募集・売出しの取扱手
数料

─ 12 853 ― 865

その他の受入手数料 5 3 1,433 283 1,725

計 1,758 16 2,291 283 4,349

　

(2) トレーディング損益の内訳

区分

第67期第１四半期
(平成20.４～平成20.６)

実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等トレーディング損益 145 ― 145

債券等・その他の
トレーディング損益

141 5 147

  債券等トレーディング損益 139 5 145

  その他のトレーディング損益 2 △0 1

合計 287 5 292

　

(3) 自己資本規制比率

当第１四半期末
(平成20年６月30日現在)

基本的項目 (百万円)(A) 34,868

補完的項目

その他有価証券評価
差額金(評価益)等
　　　　　　　(百万円)

22

金融商品取引責任準備金等
　　　　　　　(百万円)

168

一般貸倒引当金(百万円) 5

　　　　計　 (百万円) (B) 196

控除資産 　　　　　(百万円) (C) 12,062

固定化されて
いない自己資本

(A)＋(B)－(C) (百万円)(D) 23,002

リスク相当額

市場リスク相当額
　　　　　　　(百万円)

250

取引先リスク相当額
　　　　　　　(百万円)

465

基礎的リスク相当額
　　　　　　　(百万円)

4,579

　　　　計　 (百万円) (E) 5,295

自己資本規制比率 (D)／(E)×100(％) 434.3

（注）　上記は金融商品取引法第46条の６第１項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めによ

り、決算数値をもとに算出したものであります。

 　     なお、当第１四半期の市場リスク相当額の月末平均額は277百万円、月末最大額は309百万円、取引先リスク相当

額の月末平均額は480百万円、月末最大額は491百万円であります。
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(4) 有価証券の売買等業務

①有価証券の売買の状況（先物取引を除く）

イ　株券

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

第67期第1四半期
（平成20.４～平成20.６）

397,982 354,521 752,503

　

ロ　債券

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

第67期第1四半期
（平成20.４～平成20.６）

443 18,198 18,642

　

ハ　受益証券

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

第67期第1四半期
（平成20.４～平成20.６）

2,541 32,987 35,529

　

②証券先物取引等の状況

イ　株式に係る取引（先物取引）

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

第67期第1四半期
（平成20.４～平成20.６）

1,758 874,643 876,401

　

ロ　株式に係る取引（オプション取引）

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

第67期第1四半期
（平成20.４～平成20.６）

7,471 223,930 231,401

　

ハ　債券に係る取引

　　該当事項はありません。
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(5) 有価証券の引受け、売出し業務及び募集、売出し又は私募の取扱い業務

①株券

期別 引受高(百万円) 売出高(百万円)
募集の取扱高
(百万円)

売出しの取扱高
(百万円)

私募の取扱高
(百万円)

第67期第1四半期
（平成20.４～平成20.６）

18 14 ─ ─ ─

　

②債券

期別 種類
引受高
(百万円)

売出高
(百万円)

募集の取扱高
(百万円)

売出しの取扱高
(百万円)

私募の取扱高
(百万円)

第67期第1四半期
(平成20.４
～

平成20.６)

国債 ― ― ― ― ―

地方債 ― ― ― ― ―

特殊債 ― ― ― ― ―

社債 ─ ― ─ ― ―

外国債券 ― ― ― 5,010 ―

合計 ─ ― ─　 5,010 ―

　

③受益証券

期別 種類
引受高
(百万円)

売出高
(百万円)

募集の取扱高
(百万円)

売出しの取扱高
(百万円)

私募の取扱高
(百万円)

第67期第1四半期
(平成20.４
～

平成20.６)

株式
投信

単位型 ― ― ─ ― ─

追加型 ― ― 44,063 ― 201

公社債
投信

単位型 ― ― ― ― ―

追加型 ― ― 91,114 ― ―

外国投信 ― ― 874 ― ―

合計 ― ― 136,053 ― 201

　

④その他

コマーシャル・ペーパー、外国証書及びその他については、該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づき、「金融商品取引業等に関する内

閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（平成19年９月18

日　日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月

１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四

半期レビューを受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査

法人から名称変更しております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期
連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,933 11,841

預託金 4,316 5,523

トレーディング商品 1,358 1,200

商品有価証券等 1,358 1,200

約定見返勘定 － 72

信用取引資産 16,313 17,320

信用取引貸付金 15,780 16,978

信用取引借証券担保金 533 341

立替金 55 89

募集等払込金 1,307 1,071

短期貸付金 8 8

未収還付法人税等 390 414

未収収益 888 1,008

繰延税金資産 335 508

その他 158 162

貸倒引当金 △27 △47

流動資産合計 37,039 39,175

固定資産

有形固定資産

建物 1,896 1,888

器具備品 1,129 1,184

土地 1,699 1,699

建設仮勘定 151 151

有形固定資産合計 ※１
 4,877

※１
 4,925

無形固定資産

ソフトウエア 888 935

電話加入権 4 4

無形固定資産合計 893 939

投資その他の資産

投資有価証券 ※２
 3,459

※２
 3,352

長期貸付金 34 37

長期差入保証金 2,224 1,525

繰延税金資産 103 107

その他 39 40

貸倒引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 5,836 5,038

固定資産合計 11,606 10,903

資産合計 48,645 50,078
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（単位：百万円）

当第１四半期
連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 0 9

商品有価証券等 － 8

デリバティブ取引 0 1

約定見返勘定 17 －

信用取引負債 5,157 6,483

信用取引借入金 ※２
 4,278

※２
 5,559

信用取引貸証券受入金 878 924

有価証券担保借入金 430 332

有価証券貸借取引受入金 430 332

預り金 4,393 3,750

受入保証金 916 1,144

短期借入金 ※２
 280

※２
 280

未払法人税等 8 18

賞与引当金 360 702

ポイント引当金 401 450

その他 900 673

流動負債合計 12,866 13,845

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 40 40

退職給付引当金 239 250

役員退職慰労引当金 34 29

その他 30 37

固定負債合計 344 358

特別法上の準備金

証券取引責任準備金 － ※３
 304

金融商品取引責任準備金 ※３
 168 －

特別法上の準備金合計 168 304

負債合計 13,379 14,508

純資産の部

株主資本

資本金 14,577 14,577

資本剰余金 9,573 9,573

利益剰余金 13,409 13,791

自己株式 △268 △268

株主資本合計 37,291 37,673

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △64 △136

土地再評価差額金 △2,016 △2,016

評価・換算差額等合計 △2,080 △2,152

新株予約権 22 17

少数株主持分 32 32

純資産合計 35,266 35,570

負債純資産合計 48,645 50,078
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(2) 【四半期連結損益計算書】
　　【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業収益

受入手数料 4,446

トレーディング損益 292

金融収益 107

その他の営業収益 195

営業収益計 5,042

金融費用 29

純営業収益 5,013

販売費及び一般管理費

取引関係費 ※１
 531

人件費 ※２
 2,469

不動産関係費 488

事務費 718

減価償却費 202

租税公課 46

貸倒引当金繰入額 0

その他 219

販売費及び一般管理費合計 4,676

営業利益 336

営業外収益

投資有価証券配当金 64

その他 4

営業外収益合計 69

営業外費用

売買差損金 0

その他 0

営業外費用合計 0

経常利益 405

特別利益

貸倒引当金戻入額 9

金融商品取引責任準備金戻入 136

特別利益合計 145

特別損失

投資有価証券評価減 4

特別損失合計 4

税金等調整前四半期純利益 547

法人税、住民税及び事業税 18

法人税等調整額 177

法人税等合計 195

少数株主利益 0

四半期純利益 351
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 547

減価償却費 202

トレーディング商品評価損益（△は益） △9

賞与引当金の増減額（△は減少） △341

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20

ポイント引当金の増減額（△は減少） △49

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4

受取利息及び受取配当金 △76

支払利息 1

投資有価証券評価減 4

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） △304

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 168

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 1,200

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） 415

短期貸付金の増減額（△は増加） △0

トレーディング商品の増減額 △157

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △319

募集等払込金の増減額（△は増加） △235

その他 △104

小計 912

利息及び配当金の受取額 70

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △21

営業活動によるキャッシュ・フロー 960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △97

無形固定資産の取得による支出 △34

投資有価証券の取得による支出 △40

長期貸付けによる支出 △0

長期貸付金の回収による収入 3

その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △171

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △700

財務活動によるキャッシュ・フロー △700

現金及び現金同等物に係る換算差額 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 92

現金及び現金同等物の期首残高 11,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 11,726
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

会計処理基準に関する事項の変更

（１）金融商品取引責任準備金

　    　  当第１四半期連結会計期間から、金融商品取引法第46条の５及び金融商品取引業等に関する内閣府令第
　　　　175条に定めるところにより算出した額を、金融商品取引責任準備金として計上する方法に変更しており
        ます。
　　　　　これに伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、税金等調整前四半期純利益が81百万円増加してお
　　　　ります。　　　　　　
 

（２）リース取引に関する会計基準の適用

　　　　　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30
　　　　日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成
　　　　６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間
　　　　から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
　　　　準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。
　　　　　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース
　　　　期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
　　　　　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の
　　　　賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
　　　　　当該変更に伴う損益に与える影響はありません。
 

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

  られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額
4,178百万円

※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額
4,050百万円

※２　担保資産
 

被担保債務 担保に供している資産

科目 期末残高
(百万円)

トレー
ディング
商品
(百万円)

投資
有価証券
(百万円)

計
(百万円)

短期借入金 280 ― 702 702

　金融機関
　借入金 260 ― 687 687

　証券金融
　会社
　借入金

20 ― 15 15

信用取引
借入金 4,278 ― 93 93

計 4,558 ― 795 795

（注）　上記のほか、投資有価証券を先物取引証拠金等の

代用として７百万円、決済促進担保金として514

百万円、信用取引の自己融資見返り株券を短期

借入金に対して35百万円、信用取引借入金に対

して3,008百万円、先物取引証拠金等の代用とし

て29百万円、取引所等の信認金の代用として５

百万円、清算預託金の代用として54百万円差し

入れております。

※２　担保資産
 

被担保債務 担保に供している資産

科目 期末残高
(百万円)

トレー
ディング
商品
(百万円)

投資
有価証券
(百万円)

計
(百万円)

短期借入金 280 ― 733 733

　金融機関
　借入金 260 ― 718 718

　証券金融
　会社
　借入金

20 ― 15 15

信用取引
借入金 5,559 ― 64 64

計 5,839 ― 798 798

（注）　上記のほか、投資有価証券を先物取引証拠金等の

代用として７百万円、信用取引の自己融資見返

り株券を短期借入金に対して37百万円 、信用取

引借入金に対して2,803百万円、先物取引証拠金

等の代用として231百万円、取引所等の信認金及

び取引参加者保証金の代用として12百万円、清

算預託金の代用として60百万円、現物清算基金

として838百万円差し入れております。

※３　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

　　　は、次のとおりであります。

　　　金融商品取引責任準備金
　　　　金融商品取引法第46条の５

※３　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

　　　は、次のとおりであります。

      証券取引責任準備金
　　　　金融商品取引法第46条の５

　４　有価証券等を差し入れた場合等の時価額

①信用取引貸証券 895百万円

②信用取引借入金本担保証券 4,117

③貸付有価証券 1,013

④長期差入保証金代用有価証券 83

　４　有価証券等を差し入れた場合等の時価額

①信用取引貸証券 869百万円

②信用取引借入金本担保証券 5,457

③貸付有価証券 393

④長期差入保証金代用有価証券 75

　５　有価証券等の差入れを受けた場合等の時価額

①信用取引貸付金本担保証券 14,250百万円

②信用取引借証券 534

③借入有価証券 935

④受入証拠金代用有価証券 9

⑤受入保証金代用有価証券 23,133

　５　有価証券等の差入れを受けた場合等の時価額

①信用取引貸付金本担保証券 13,491百万円

②信用取引借証券 327

③借入有価証券 270

④受入証拠金代用有価証券 10

⑤受入保証金代用有価証券 23,742
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(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　取引関係費には、ポイント引当金繰入38百万円が含

まれております。

 

※２　人件費には、賞与引当金繰入360百万円、退職給付費

用89百万円及び役員退職慰労引当金繰入４百万円

が含まれております。

 

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 11,933百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金等

△314　〃

MMF 107　〃

現金及び現金同等物　 11,726百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 46,388,886

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 577,433

　

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第１四半期

連結会計期間末残高
(百万円)

提出会社 ― ─ 22

合計 ─ 22

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月20日
取締役会

普通株式 利益剰余金 732 16.00平成20年３月31日 平成20年６月２日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　

(リース取引関係)

リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第１四半期連結会計期間におけるリース取引残

高は前連結会計年度末に比べて著しい変動がありません。
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(有価証券関係)

１　商品有価証券等（売買目的有価証券）の時価

種類

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

資産(百万円) 負債(百万円)

四半期連結貸借
対照表計上額

損益に含まれた
評価差額

四半期連結貸借 
対照表計上額

損益に含まれた
評価差額

①　株券 ― ― ― ―

②　債券 1,250 5 ― ―

③　受益証券 107 ― ― ―

合計 1,358 5 ― ―

　

２　その他有価証券の時価等

（1）時価のあるもの

区分

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

①　株券 1,637 1,590 △46

②　受益証券 120 91 △28

合計 1,757 1,681 △75

　

（2）時価のないもの

区分

当第1四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日)

四半期連結貸借対照表計上額(百万円)

① 非上場株式（注） 459

②
投資事業有限責任組合及びそれ
に類する組合への出資

1,318

合計 1,777

（注）当第1四半期連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価減４百万円を計上しております。

　

(デリバティブ取引関係)

　デリバティブ取引の契約額等及び時価

種類

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

資産(百万円) 負債(百万円)

契約額等
契約額等
のうち
１年超

時価 評価損益 契約額等
契約額等
のうち
１年超

時価 評価損益

為替予約取引 156 ― 155 △1 77 ― 75 1

合計 156 ― 155 △1 77 ― 75 1

（注）時価の算定方法

　為替予約取引・・・・先物為替相場によっております。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の合計額に占める「投資・金融サービス業」の割合がい

ずれも90％を超えているため、記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　全セグメントの営業収益の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略

しております。

　

【海外売上高（営業収益）】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

海外営業収益が連結営業収益の10％未満であるので、記載を省略しております。

　

（企業結合等関係）

　当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

　

EDINET提出書類

いちよし証券株式会社(E03772)

四半期報告書

36/40



（１株当たり情報）

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

768.61円
 

775.38円
 

　

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 35,266 35,570

普通株式に係る純資産額（百万円） 35,211 35,521

差額の主な内訳（百万円）
　新株予約権
　少数株主持分

22
32

17
32

普通株式の発行済株式数（千株） 46,388 46,388

普通株式の自己株式数（千株） 577 577

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（千株） 45,811 45,811

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第１四半期連結累計期間
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益 7.67円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 7.67円

　

（注）　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万円） 351

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 351

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―

普通株式の期中平均株式数（千株） 45,811

四半期純利益調整額（百万円） ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数（千株）

 
0
 

普通株式増加数（千株） 0

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式に
ついて前連結会計年度末から重要な変動がある場合
の概要

ストック・オプションに係る新株予約権
①（決議年月日平成17年６月25日、新株予約権の数
720個、株式数72千株）
②（決議年月日平成19年６月23日、新株予約権の数
800個、株式数80千株）
この概要は、「新株予約権等の状況」に記載のとお
りであります。
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（重要な後発事象）

  当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

２【その他】

平成20年５月20日開催の取締役会において、平成20年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録され

た株主または登録株式質権者に対し、次のとおり金銭による剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

　　①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　732百万円

②　１株当たり配当金　　　　　　　　　　　　 　　　　16円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　平成20年６月２日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月11日

いちよし証券株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

　指定有限責任社員
　業務執行社員

公認会計士　　小　西　幹　男　 　印

　

　指定有限責任社員
　業務執行社員

公認会計士　　平　井　啓　仁　 　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているいち

よし証券株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、いちよし証券株式会社及び連結子会社の平成

20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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